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44フ
ラ
ン
ス
①

採
用
時
に
人
種
・
民
族
で
差

別　

―

大
規
模
調
査
で
あ
ら

た
め
て
浮
き
彫
り
に

労
働
省
は
二
月
、
採
用
時
の
人
種

差
別
に
関
す
る
調
査
結
果
を
発
表
し

た
。
学
歴
、
職
歴
な
ど
人
種
と
民
族

以
外
の
学
歴
や
職
歴
な
ど
に
つ
い
て

は
全
く
同
じ
内
容
の
二
通
の
履
歴
書

を
送
付
し
て
、
企
業
の
採
用
時
の
反

応
を
見
る
と
、
マ
グ
レ
ブ
（
ア
フ
リ

カ
北
西
部
の
モ
ロ
ッ
コ
、
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
、
チ
ェ
ニ
ジ
ア
一
帯
）
出
身
の

ア
ラ
ブ
人
と
ア
フ
リ
カ
出
身
の
黒
人

よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
出
身
の
白
人
の

応
募
者
の
方
を
優
遇
し
た
ケ
ー
ス
が

全
体
の
七
〇
％
に
達
し
た
。
調
査
は
、

二
〇
〇
〇
通
以
上
の
履
歴
書
を
送
る

大
規
模
な
も
の
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際

労
働
機
関
）
が
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
統

合
省
の
調
査
・
研
究
・
統
計
推
進
局 

（
Ｄ
ａ
ｒ
ｅ
ｓ
） 

に
資
金
提
供
し
、

パ
リ
、
リ
ヨ
ン
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
リ

ー
ル
、
ナ
ン
ト
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

の
六
大
都
市
で
二
〇
〇
六
年
に
実
施

し
た
。

調
査
は
、
あ
る
求
人
に
対
し
て
、

人
種
や
民
族
が
異
な
る
点
以
外
の
内

容
は
全
く
同
じ
二
通
の
履
歴
書
を
企

業
に
送
付
し
、
そ
の
反
応
を
み
る
と

い
う
「
テ
ス
テ
ィ
ン
グ
」
方
式
で
行

わ
れ
た
。
学
歴
や
職
歴
、
フ
ラ
ン
ス

国
籍
な
ど
、
雇
用
主
の
希
望
に
沿
う

と
考
え
る
特
性
を
同
等
に
持
っ
て
い

る
フ
ラ
ン
ス
系
（
白
人
）
と
ア
フ
リ

カ
系
（
ア
ラ
ブ
人
・
黒
人
）
の
二
人

の
若
者
が
、
あ
る
実
際
の
求
人
に
応

募
す
る
。
こ
の
二
通
の
履
歴
書
で
異

な
る
点
は
、
名
前
の
響
き
と
、
そ
し

て
顔
写
真
だ
け
で
あ
る
。
調
査
対
象

の
求
人
に
は
、
あ
ま
り
熟
練
度
の
高

く
な
い
も
の
が
選
ば
れ
、
ホ
テ
ル
・

飲
食
業
、
商
業
、
建
設
・
土
木
業
、

サ
ー
ビ
ス
業
、
交
通
機
関
の
一
一
〇

〇
件
に
、
計
二
〇
〇
〇
通
以
上
の
履

歴
書
が
送
ら
れ
た
。

白
人
の
優
遇
、
七
〇
％
の
ケ
ー
ス
で

調
査
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
採

用
の
際
に
「
著
し
い
差
別
」
が
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
企
業
が

ア
フ
リ
カ
や
マ
グ
レ
ブ
出
身
の
応
募

者
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
出
身
の
応
募
者

を
優
遇
し
た
ケ
ー
ス
は
、
一
一
〇
〇

件
の
求
人
の
う
ち
七
七
〇
件
（
全
体

の
七
〇
％
）
に
達
し
た
。
逆
に
、
ア

フ
リ
カ
や
マ
グ
レ
ブ
出
身
の
応
募
者

が
優
遇
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
わ
ず
か
二

〇
九
件
（
同
一
三
％
）
で
あ
っ
た
。

人
種
や
民
族
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
考

過
程
で
同
等
の
扱
い
を
受
け
た
求
人

は
、
一
二
一
件
（
同
一
一
％
）
に
と

ど
ま
っ
た
。
最
終
的
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が

定
義
す
る
「
純
差
別
率
」（
注
）
は
五

一
％
に
達
し
た
。

一
一
〇
〇
件
の
う
ち
、
応
募
の
段

階
で
差
別
的
な
扱
い
が
見
ら
れ
た
ケ

ー
ス
は
六
五
〇
件
（
同
五
九
％
）
に

上
っ
た
。
そ
の
大
半
が
、
フ
ラ
ン
ス

系 

（
白
人
） 

に
は
、
応
募
の
段
階
で

次
の
面
接
の
連
絡
を
す
る
が
、
ア
フ

リ
カ
系 

（
ア
ラ
ブ
人
・
黒
人
）
に
は

即
、
不
採
用
の
通
知
を
出
す
と
い
う

よ
う
な
差
別
だ
。
逆
に
、
ア
フ
リ
カ

系
が
有
利
な
扱
い
を
受
け
た
ケ
ー
ス

は
、
一
四
三
件
（
同
一
三
％
）
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。残
り
の
四
五
〇
件（
同

四
〇
・
九
％
）
は
、
応
募
の
時
点
で

は
、
フ
ラ
ン
ス
系
及
び
ア
フ
リ
カ
系

の
い
ず
れ
も
同
じ
扱
い
を
受
け
た 

（
両
方
の
応
募
者
が
門
前
払
い
と
な

っ
た
求
人
は
除
外
）。

同
等
の
扱
い
を
受
け
た
四
五
〇
件

の
う
ち
、
二
一
二
件
は
そ
の
場
で
次

回
の
面
接
実
施
を
決
定
し
、
残
り
二

三
八
件
は
、
即
答
を
避
け
た
。
こ
の

二
三
八
件
の
う
ち
、
後
日
、
フ
ラ
ン

ス
系
が
有
利
な
扱
い
を
受
け
た
の
は

一
六
七
件
、
ア
フ
リ
カ
系
に
有
利
な

決
定
が
な
さ
れ
た
の
は
五
一
件
で
あ

っ
た
。
残
り
の
二
〇
件
は
、
フ
ラ
ン

ス
系
及
び
ア
フ
リ
カ
系
共
に
、
次
の

面
接
に
進
む
こ
と
が
で
き
、
そ
の
う

ち
三
件
は
フ
ラ
ン
ス
系
が
、
二
件
は

ア
フ
リ
カ
系
が
有
利
な
扱
い
を
受
け

た
。
残
り
の
一
五
件
は
、
双
方
と
も

採
用
さ
れ
た
か
、
不
採
用
に
な
っ
た

ケ
ー
ス
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
採
用
の
際
の

人
種
差
別
は
、
男
性
よ
り
も
女
性
が
、

ま
た
黒
人
よ
り
も
ア
ラ
ブ
人
が
優
遇

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
例
え
ば
、
マ
ブ
レ
ブ
系
の
差
別

率
は
、
男
性
が
四
七
％
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
女
性
は
二
七
％
で
あ
る
。

ま
た
、
黒
人
男
性
の
差
別
率
は
五
四

％
で
、
黒
人
女
性
は
五
〇
％
で
あ
っ

た
。
な
お
、
産
業
間
に
よ
る
差
別
率

の
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

名
前
と
顔
で
判
断

他
に
も
注
目
す
べ
き
現
実
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
差
別
の
大

半
は
面
接
に
至
る
前
の
最
初
の
接
触

か
ら
確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
差
別
の
三
分
の
二
は
履
歴
書
を

受
領
し
た
時
点
で
な
さ
れ
、
名
前
や

顔
写
真
か
ら
外
国
出
身
と
判
断
さ
れ

た
応
募
者
は
、
面
接
で
自
己
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
企
業
側
の

先
入
観
を
打
ち
崩
す
こ
と
も
で
き
な

い
。
履
歴
書
の
匿
名
化
と
顔
写
真
の

添
付
廃
止
も
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、

現
在
の
と
こ
ろ
実
現
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、「
面
接
に
も
呼
ば
れ
な

い
」
と
い
う
事
実
は
、
明
確
に
断
る

よ
り
も
、「
後
日
連
絡
し
ま
す
」
と
い

う
決
ま
り
文
句
な
ど
で
曖
昧
に
し
、

応
募
者
に
無
駄
な
期
待
を
抱
か
せ
る

と
い
う
形
を
と
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

こ
れ
は
「
実
際
に
は
履
歴
書
だ
け
で

は
じ
か
れ
て
し
ま
っ
た
応
募
者
が
、

公
に
は
『
採
用
担
当
者
の
目
に
は
と

ま
っ
た
』
と
思
え
て
し
ま
う
た
め
、

実
際
の
求
職
活
動
中
に
は
見
破
る
こ

と
が
難
し
い
陰
湿
な
差
別
の
形
態
で

あ
る
」
と
、
調
査
は
指
摘
し
て
い
る
。

〔
注
〕
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
は
、｢

差
別
率
（taux 

net de discrim
ination

）｣

と
い
う
指
標

を
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
種
類
の

応
募
者
に
対
す
る
雇
用
主
の
選
好
割
合
の

差
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
の
場
合
、
フ
ラ

ン
ス
系 

（
白
人
） 

が
選
好
さ
れ
た
の
は
七
〇

％
、
逆
に
ア
フ
リ
カ
系 

（
ア
ラ
ブ
人
・
黒
人
） 

が
優
遇
さ
れ
た
の
は
一
九
％
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、｢

差
別
率｣

は
、
七
〇
％―

一
九
％
＝
五
一
％
と
な
る
。

（
国
際
研
究
部　

町
田　

敦
子
）

フ
ラ
ン
ス
②

Ｃ
Ｎ
Ｅ
が
廃
止
へ
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

決
定
が
影
響
か―

労
働
市
場

改
革
法
案
が
閣
議
決
定―

労
働
市
場
の
改
革
法
案
が
三
月
二

六
日
、
閣
議
可
決
し
た
。
従
業
上
の

地
位
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
試
用

期
間
の
統
一
、
特
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

向
け
の
Ｃ
Ｄ
Ｄ
（
期
限
の
定
め
の
あ

る
雇
用
契
約
）
の
新
設
な
ど
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
政
府

決
定
に
先
立
つ
労
使
協
議
で
合
意
さ

海
外
労
働
事
情
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れ
た
内
容
。
こ
の
ほ
か
に
、
法
案
で

は
二
〇
〇
五
年
に
導
入
さ
れ
た
Ｃ
Ｎ

Ｅ
（
従
業
員
二
〇
人
以
下
の
企
業
を

対
象
に
、
二
年
間
の
試
用
期
間
中
に

従
業
員
を
解
雇
で
き
る
雇
用
契
約
）

の
廃
止
を
打
ち
出
し
た
。
政
府
は
Ｃ

Ｎ
Ｅ
に
つ
い
て
、「
雇
用
に
柔
軟
性
を

持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
、
新
た
な
雇

用
を
創
出
で
き
る
」
と
強
調
し
て
き

た
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）

は
「
二
年
も
の
長
期
の
試
用
期
間
は

Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約（
注
）
に
反
す
る
」
と

の
決
定
を
下
し
て
い
た
。
今
回
の
政

府
の
決
定
は
こ
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
決
定
が
影

響
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
急
浮
上

し
た
Ｃ
Ｎ
Ｅ
の
廃
止
に
、
労
使
と
も

驚
き
の
表
情
を
隠
し
て
い
な
い
と
い

う
。長

期
化
し
た
労
使
交
渉

労
使
対
話
の
優
先
路
線
を
強
調
す

る
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
労
働
市
場

改
革
に
関
す
る
法
案
作
成
に
先
立
ち
、

労
使
に
よ
る
交
渉
を
指
示
。
労
使
は
、

労
働
契
約
や
解
雇
法
制
、
雇
用
に
か

か
わ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
関
し

て
、
二
〇
〇
七
年
九
月
か
ら
交
渉
を

続
け
て
き
た
。
労
使
交
渉
の
最
重
要

テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
は
労
働
契
約
改

革
。
複
雑
な
雇
用
契
約
の
存
在
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
労
働
市
場
の
硬
直
化
を

招
い
て
い
る
と
す
る
サ
ル
コ
ジ
大
統

領
は
、
常
に
労
働
契
約
改
革
の
必
要

性
を
主
張
し
て
き
た
。
企
業
に
対
し

て
は
解
雇
規
制
を
緩
和
す
る
と
と
も

に
、
従
業
員
の
失
業
期
間
中
の
生
活

を
保
障
す
る
と
い
う
内
容
の
労
働
契

約
の
導
入
に
積
極
的
で
、
こ
れ
は
北

欧
諸
国
で
実
践
さ
れ
て
い
る
「
フ
レ

キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ（fl exsecurite

）」

の
原
則
に
則
っ
た
考
え
で
あ
る
と
政

府
は
説
明
し
て
い
る
。

使
用
者
側
は
、
労
働
契
約
改
革
の

具
体
案
と
し
て
試
用
期
間
の
延
長
を

主
張
し
た
。
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
た
め
に
、
労
働
契
約
に
か
か
わ
る

規
則
の
緩
和
・
簡
素
化
を
求
め
る
使

用
者
側
は
、「
十
分
な
長
さ
を
も
つ
一

貫
性
の
あ
る
試
用
期
間
」
が
必
要
と

し
、
従
業
上
の
地
位
に
よ
り
異
な
る

試
用
期
間
を
半
年
か
ら
一
年
く
ら
い

に
す
る
と
し
た
。
こ
の
期
間
は
Ｃ
Ｎ

Ｅ
の
試
用
期
間
の
二
年
よ
り
は
短
い

が
、
現
在
の
実
態
よ
り
も
長
い
。
こ

れ
に
対
し
労
組
側
は
、「
使
用
者
側
に

だ
け
有
利
な
提
案
」
だ
と
猛
反
発
し

た
。試

用
期
間
の
延
長
の
ほ
か
に
、
使

用
者
側
が
「
あ
る
特
定
の
目
的
の
実

現
の
た
め
に
結
ば
れ
る
Ｃ
Ｄ
Ｉ
（
期

間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
）
の
導

入
」
も
提
案
し
た
。
こ
の
雇
用
契
約

は
、
建
設
業
の
工
事
請
負
契
約
と
同

じ
よ
う
に
、
特
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

完
了
を
も
っ
て
解
消
す
る
。
あ
ら
か

じ
め
期
限
を
設
け
な
い
た
め
に
Ｃ
Ｄ

Ｉ
の
形
を
と
る
が
、
解
雇
は
容
易
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
案
に
は
Ｃ

Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
フ
ラ
ン
ス
・
キ
リ
ス
ト
教

労
働
者
同
盟
）
が
、「
労
働
者
に
さ
ら

な
る
不
安
定
性
を
強
い
る
契
約
」
と

強
く
反
発
し
た
。

労
使
交
渉
は
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領

が
当
初
予
定
し
て
い
た
三
カ
月
の
期

限
を
過
ぎ
て
も
、
合
意
に
達
し
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
最
終
的
な
期

日
を
設
定
。
労
使
が
こ
の
期
日
ま
で

に
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
独
自
案
を
も
っ

て
交
渉
に
介
入
す
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
期
日
で
あ
る
一
月
一
五
日
、

三
使
用
者
団
体
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
（
フ
ラ

ン
ス
企
業
運
動
）、
Ｕ
Ｐ
Ａ
（
手
工

業
者
連
盟
）、
Ｃ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
（
中
小

企
業
経
営
者
総
連
盟
）
と
、
四
労
組

Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
（
フ
ラ
ン
ス
民
主
労
働
同

盟
）、
Ｃ
Ｇ
Ｔ-

Ｆ
Ｏ
（
フ
ラ
ン
ス

労
働
総
同
盟
・
労
働
者
の
力
）、
Ｃ

Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
フ
ラ
ン
ス
・
キ
リ
ス
ト
教

労
働
者
同
盟
）、
Ｃ
Ｆ
Ｅ―

Ｃ
Ｇ
Ｃ

（
管
理
職
組
合
総
同
盟
）
が
、
一
定

の
合
意
に
達
し
た
。
な
お
、
最
大
労

組
の
Ｃ
Ｇ
Ｔ
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
総
同

盟
）
は
、
合
意
内
容
が
使
用
者
寄
り

で
あ
る
と
し
て
署
名
を
拒
否
し
た
。

　試
用
期
間
の
上
限
整
備
な
ど
で

労
使
合
意

労
使
の
合
意
案
は
、
主
に
①
労
使

合
意
の
契
約
解
消
の
導
入
、
②
試
用

期
間
の
上
限
の
法
整
備
、
③
特
定
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
Ｃ
Ｄ
Ｄ
（
期
間
の
定

め
の
あ
る
雇
用
契
約
）―

―

の
三
つ

の
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
の
労
使
合
意
の
契
約
解
消
の

導
入
は
、
こ
れ
ま
で
の
慣
行
に
法
的

基
礎
を
与
え
る
も
の
だ
。
労
働
契
約

の
終
了
に
は
、
使
用
者
に
よ
る
解
雇
、

従
業
員
に
よ
る
辞
職
、
契
約
期
間
の

到
来
な
ど
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
使
用
者
に
よ
る
解
雇
に

つ
い
て
は
、
特
に
手
続
き
が
厳
格
か

つ
複
雑
に
法
律
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、

煩
雑
な
手
続
き
を
避
け
る
た
め
に
、

使
用
者
と
従
業
員
が
協
議
し
た
結
果
、

示
談
書
を
用
い
て
契
約
を
終
了
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ

て
き
た
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
合
意
案
で

は
新
た
に
「
労
使
の
合
意
に
よ
る
契

約
解
消
」
を
導
入
し
、
こ
れ
ま
で
の

慣
行
に
法
的
基
礎
を
与
え
た
。
使
用

者
と
従
業
員
の
双
方
が
合
意
し
た
契

約
解
消
に
関
す
る
協
定
を
、
使
用
者

は
県
の
労
働
局
に
届
け
る
。
こ
れ
は

一
五
日
以
内
で
あ
れ
ば
、
使
用
者
、

従
業
員
と
も
に
取
り
消
し
を
申
請
で

き
る
。
こ
の
期
限
内
に
契
約
解
消
を

撤
回
す
る
申
請
が
な
け
れ
ば
、
県
の

労
働
局
長
は
契
約
解
消
に
つ
い
て
最

終
的
な
承
認
を
下
す
。
契
約
を
解
消

さ
れ
た
従
業
員
は
、
失
業
給
付
お
よ

び
解
雇
補
償
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
二
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｉ
（
期
間
の
定
め

の
あ
る
雇
用
契
約
）
の
試
用
期
間
に

上
限
を
定
め
た
。
現
行
の
労
働
法
は
、

Ｃ
Ｄ
Ｉ
の
試
用
期
間
の
上
限
を
定
め

て
い
な
い
。
業
種
別
労
働
契
約
で
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、

さ
ら
に
従
業
上
の
地
位
に
よ
っ
て
期

間
は
異
な
る
。
一
般
的
に
、
事
務
職

員
一
カ
月
、
現
場
労
働
者
一
〜
二
週

間
、
管
理
職
三
〜
四
カ
月
、
技
師
・

職
工
長
二
カ
月
、
上
級
管
理
職
三
カ

月
程
度
と
い
わ
れ
て
い
る
。

今
回
の
労
使
合
意
案
で
は
、
事
務

職
と
現
場
労
働
者
は
一
〜
二
カ
月
、

技
術
者
・
職
工
長
は
二
〜
三
カ
月
、

管
理
職
は
三
〜
四
カ
月
へ
と
そ
ろ
え

る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
試
用
期

間
の
更
新
に
つ
い
て
は
一
回
の
み
可

能
だ
が
、
そ
の
可
否
は
業
界
ご
と
の

合
意
に
委
ね
て
い
る
。

ま
た
、
学
生
が
最
終
学
年
中
に
企

業
で
行
う
研
修
は
、
そ
の
企
業
に
研

修
終
了
後
正
式
に
採
用
さ
れ
た
場
合
、

試
用
期
間
と
み
な
す
こ
と
こ
と
に
し

た
。第

三
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ

た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
終
了
に
際
し
て
、

雇
用
契
約
も
自
動
的
に
終
了
す
る
と

い
う
Ｃ
Ｄ
Ｄ
を
新
設
す
る
。
こ
れ
は
、

建
設
・
公
共
事
業
セ
ク
タ
ー
で
は
既

に
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
。

管
理
職
と
技
術
者
の
み
を
対
象
と

し
、
契
約
の
更
新
は
で
き
な
い
。
契

約
期
間
は
一
八
カ
月
か
ら
三
六
カ
月

で
、
お
お
よ
そ
契
約
期
間
は
契
約
中

に
明
示
す
る
。
契
約
終
了
の
二
カ
月

前
に
、
従
業
員
に
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
の
中
途

解
消
の
場
合
は
、
使
用
者
は
従
業
員

に
全
報
酬
の
一
〇
％
に
相
当
す
る

「
不
安
定
補
償
金
」
を
支
払
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
当
該
従
業
員
は
、

失
業
給
付
も
受
給
で
き
る
。
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急
浮
上
し
た
Ｃ
Ｎ
Ｅ
の
廃
止

こ
う
し
た
労
使
合
意
を
受
け
て
、

政
府
が
作
成
し
た
労
働
市
場
改
革
に

関
す
る
法
案
が
三
月
二
六
日
、
閣
議

決
定
し
た
。
法
案
に
は
、
労
使
交
渉

で
は
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
Ｃ
Ｎ
Ｅ
の

廃
止
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
法
案
に
よ

る
と
、
Ｃ
Ｎ
Ｅ
に
関
す
る
条
項
は
全

て
廃
止
し
、
新
法
の
施
行
と
同
時
に

現
在
有
効
の
Ｃ
Ｎ
Ｅ
を
即
時
に
一
般

の
Ｃ
Ｄ
Ｉ
に
転
換
す
る
。
Ｃ
Ｎ
Ｅ
は

二
〇
〇
五
年
夏
に
、
緊
急
雇
用
対
策

と
し
て
ド
・
ヴ
ィ
ル
パ
ン
首
相
が
導

入
し
た
特
殊
雇
用
契
約
。
企
業
側
は
、

有
用
な
人
材
を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
採

用
で
き
る
と
し
て
歓
迎
し
た
が
、
二

年
間
と
い
う
解
雇
可
能
期
間
に
つ
い

て
議
論
が
絶
え
な
か
っ
た
。
国
内
の

労
働
裁
判
所
は
「
Ｃ
Ｎ
Ｅ
は
違
法
」

と
判
断
、
控
訴
院
も
そ
の
見
解
を
支

持
し
た
。
さ
ら
に
、
国
際
的
に
も
労

組
の
Ｃ
Ｇ
Ｔ-

Ｆ
Ｏ
が
Ｃ
Ｎ
Ｅ
の
不

当
性
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
申
し
立
て
て
い
た
。

政
府
は
、「
雇
用
に
柔
軟
性
を
持
た

せ
る
こ
と
も
で
き
、
雇
用
の
拡
大
に

も
貢
献
で
き
る
」
と
Ｃ
Ｎ
Ｅ
の
有
効

性
を
主
張
し
て
き
た
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は

「
自
由
に
解
雇
で
き
る
期
間
が
二
年

も
の
長
期
に
及
ぶ
こ
と
は
、
フ
ラ
ン

ス
政
府
が
主
張
す
る
よ
う
に
『
理
に

か
な
っ
て
い
る
』
と
は
い
え
な
い
」

と
の
決
定
を
下
し
た
。

今
回
の
Ｃ
Ｎ
Ｅ
の
廃
止
に
つ
い
て

は
、「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
決
定
を
受
け
た
も

の
」
と
政
府
は
説
明
し
て
い
る
が
、

労
使
双
方
に
と
っ
て
も
こ
こ
ま
で
の

完
全
な
方
針
転
換
は
想
像
も
し
て
い

な
か
っ
た
と
い
え
る
。
中
小
企
業
の

経
営
者
団
体
で
あ
る
Ｃ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
は
、

Ｃ
Ｎ
Ｅ
を
即
Ｃ
Ｄ
Ｉ
に
転
換
す
る
と

い
う
政
府
の
決
定
に
強
く
反
発
し
て

い
る
。
Ｃ
Ｎ
Ｅ
に
よ
っ
て
、
企
業
は

経
営
状
態
が
悪
化
し
た
場
合
や
従
業

員
が
そ
の
仕
事
に
合
わ
な
い
と
判
断

し
た
時
に
解
雇
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
新
た
な
人
員
を
雇
用
し
や
す

く
な
っ
た
。
現
在
の
Ｃ
Ｎ
Ｅ
を
即
Ｃ

Ｄ
Ｉ
へ
移
行
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

解
雇
や
採
用
の
手
控
え
が
生
じ
、
雇

用
悪
化
に
つ
な
が
る
と
主
張
し
て
い

る
。当

初
か
ら
Ｃ
Ｎ
Ｅ
に
反
対
し
て
い

た
労
組
は
、
今
回
の
廃
止
を
歓
迎
す

る
一
方
で
、「
Ｃ
Ｄ
Ｉ
へ
の
移
行
を
避

け
る
た
め
に
法
律
制
定
前
に
、
駆
け

込
み
的
に
従
業
員
を
解
雇
し
よ
う
と

す
る
全
企
業
を
裁
判
所
に
訴
え
る
」

と
、
企
業
側
の
動
き
を
牽
制
し
て
い

る
。Ｃ

Ｎ
Ｅ
に
つ
い
て
は
そ
の
契
約
終

了
に
関
す
る
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
現
在
Ｃ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
就
労

者
数
は
判
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

新
法
に
よ
る
Ｃ
Ｎ
Ｅ
の
Ｃ
Ｄ
Ｉ
へ
の

移
行
は
、
数
十
万
人
が
対
象
と
な
る

と
み
ら
れ
て
い
る
。
政
府
に
は
、
新

規
の
Ｃ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
採
用
を
禁
止
す

る
だ
け
で
、
現
行
の
Ｃ
Ｎ
Ｅ
に
つ
い

て
は
そ
の
ま
ま
期
間
満
了
を
待
つ
と

い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

中
小
企
業
が
混
乱
に
陥
る
の
も
い
と

わ
ず
、
あ
る
種
遡
及
効
果
の
あ
る
断

固
と
し
た
手
段
を
、
政
府
は
選
ん
だ

と
い
え
る
。

今
回
の
法
案
は
、
Ｃ
Ｎ
Ｅ
の
廃
止

以
外
は
、
労
使
合
意
案
で
は
幅
を
も

た
せ
た
形
と
な
っ
て
い
た
試
用
期
間

を
、
事
務
職
員
及
び
現
場
労
働
者
二

カ
月
、
技
師
・
職
工
長
三
カ
月
、
管

理
職
四
月
カ
月
と
、
上
限
の
み
定
め

る
等
の
微
修
正
は
あ
っ
た
も
の
の
、

労
使
合
意
案
の
内
容
に
ほ
ぼ
忠
実
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

法
案
は
、
四
月
一
五
日
か
ら
一
七

日
に
か
け
て
国
民
議
会
で
、
五
月
六

日
及
び
七
日
に
上
院
で
議
論
さ
れ
る
。

〔
注
〕
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
五
八
号
条
約
（「
使
用
者

の
発
意
に
よ
る
雇
用
の
終
了
に
関
す
る
条

約
」）
で
は
、「
試
用
期
間
は
合
理
的
な
長
さ

で
、
事
前
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
」
と
規
定
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
は
、
同
条
約
を
一
九
八
九
年
に
批
准
し

て
い
る
。

（
国
際
研
究
部　

町
田　

敦
子
）

中
国

農
民
工
が
二
億
人
を
突
破

　

労
働
社
会
保
障
部
（
四
月
一
日
よ

り
人
力
資
源
・
社
会
保
障
部
に
改
組
）

に
よ
る
と
、
農
村
部
か
ら
の
出
稼
ぎ

労
働
者
い
わ
ゆ
る
「
農
民
工
」
が
、

全
国
で
二
億
一
〇
〇
〇
万
人
に
上
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
の
農
民
工
一
人
当
た
り

の
平
均
月
給
は
一
〇
〇
〇
元
を
突
破

し
て
お
り
、
生
活
程
度
は
改
善
し
て

い
る
と
い
う
。
ま
た
近
年
農
民
工
に

対
す
る
給
与
未
払
い
問
題
も
減
少
し

て
い
る

　

他
方
、
中
華
全
国
総
工
会
は
、
農

村
部
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
組
合

組
織
「
農
民
工
工
会
」
の
会
員
が
六

〇
〇
〇
万
人
を
突
破
し
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
農
民
工
工
会
は
出
稼

ぎ
農
民
の
合
法
的
利
益
を
守
る
こ
と

を
目
標
と
す
る
。
同
工
会
は
二
〇
〇

八
年
の
主
要
活
動
方
針
と
し
て
、
農

民
工
を
合
法
的
に
加
入
さ
せ
、
年
内

に
会
員
を
さ
ら
に
一
〇
〇
〇
万
人
以

上
増
や
し
、
総
会
員
数
を
七
〇
〇
〇

万
人
以
上
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
と

い
う
。
出
稼
ぎ
に
出
る
前
に
入
会
で

き
る
よ
う
に
手
続
き
を
簡
素
化
し
、

飲
食
サ
ー
ビ
ス
、
建
築
、
鉱
山
、
製

造
、
繊
維
な
ど
の
出
稼
ぎ
農
民
が
集

中
す
る
産
業
及
び
企
業
で
会
員
を
増

や
す
べ
く
組
織
化
の
活
動
を
展
開
す

る
。

　

こ
う
し
た
中
、「
農
民
工
」
出
身
の

三
人
が
三
月
初
旬
に
開
催
さ
れ
た
第

一
一
期
全
国
人
民
代
表
大
会
（
全
人

代
）
代
表
に
選
ば
れ
た
。
農
民
工
が

全
人
代
代
表
に
な
る
の
は
初
め
て
の

こ
と
。
三
人
は
い
ず
れ
も
女
性
で
、

上
海
市
、
広
東
省
、
重
慶
市
か
ら
選

出
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
服
飾
会
社
の

労
組
副
委
員
長
、
建
材
企
業
と
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
企
業
の
現
場
副
責
任
者

を
務
め
て
お
り
、
模
範
的
労
働
者
と

み
ら
れ
る
。

　

中
国
は
昨
年
、
出
稼
ぎ
者
の
多
い

地
域
で
農
民
工
を
代
表
に
選
出
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
。
社
会
的
弱
者
の

声
を
国
政
に
反
映
さ
せ
る
姿
勢
を
示

す
も
の
で
あ
る
が
、
二
億
人
に
上
る

農
民
工
の
代
表
と
な
っ
た
の
は
わ
ず

か
三
人
で
あ
り
、
象
徴
的
措
置
に
過

ぎ
な
い
と
の
見
方
も
あ
る
。

〔
参
考
〕
時
事
ワ
ー
ル
ド
、
人
民
日
報
他

（
国
際
研
究
部
）

韓
国

四
〇
歳
以
上
の
労
働
者
が
全

体
の
五
六
・
四
％
に

　

韓
国
統
計
庁
の
発
表
に
よ
る
と
、

二
〇
〇
七
年
の
国
内
労
働
者
数
は
約

二
三
四
〇
万
人
、
そ
の
う
ち
四
〇
歳

以
上
の
労
働
者
の
割
合
が
高
ま
り
、

前
年
比
三
・
五
％
増
の
一
三
二
〇
万

人
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は
前
年
比

一
・
三
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
五
六
・

四
％
に
達
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

年
齢
別
で
は
五
〇
歳
台
の
労
働
者
数

が
前
年
比
二
六
万
人
増
の
四
一
〇
万

人
、
同
一
七
・
五
％
、
六
〇
歳
台
は

同
一
三
万
人
増
の
二
六
二
万
人
、
同

一
一
・
二
％
。
こ
れ
に
対
し
二
〇
歳

台
の
労
働
者
数
は
前
年
比
九
万
人
減

の
四
〇
〇
万
人
、
同
一
七
・
一
％
、

三
〇
歳
台
は
同
八
万
人
減
の
六
〇
四

万
人
、
同
二
五
・
八
％
と
な
っ
た
。

　

高
齢
労
働
者
の
増
加
の
背
景
に
は
、

引
退
後
の
貯
え
が
十
分
で
は
な
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

高
齢
者
が
就
労
す
る
仕
事
は
、
若
年

者
が
就
労
を
望
ま
な
い
製
造
業
や
サ

ー
ビ
ス
業
の
低
賃
金
労
働
が
多
い
。

一
方
、
若
年
労
働
者
の
減
少
は
近
年

の
企
業
の
採
用
手
控
え
が
要
因
と
考

え
ら
れ
る
。
若
者
の
多
く
が
望
む
い

わ
ゆ
る
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
が

減
少
し
て
お
り
、
自
発
的
な
失
業
状

態
を
選
択
す
る
若
年
者
が
増
加
し
て

い
る
。こ
う
し
た〝
自
発
的
な
失
業
者
〞

の
数
が
過
去
最
も
多
く
一
六
三
万
人

に
達
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

〔
参
考
〕
韓
国
労
働
部W

eb

サ
イ
ト


